
11月16日㈰は阿南市議会議員一般選挙の投票日です

問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎22－3791

任期満了による阿南市議会議員一般選挙が、11 月９日㈰に告示され、11 月 16 日㈰（伊島投票区は 15
日㈯）に投開票が行われます。

■投票時間
7:00～20:00（大井・大田井・阿瀬比・新野西・
福井上分・蒲生田・椿泊は19:00まで）
■期日前投票
投票当日に仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭など
により、投票所に行くことができないと見込まれ
る方は次のとおり期日前投票ができます。
日時　11月10日㈪～11月15日㈯
　　　8:30～20:00（伊島投票区は14日㈮まで）
場所　市役所 １階　多目的スペース
■投票のできる人
平成19年11月17日以前に生まれた日本国籍を持
つ人で、令和７年８月８日以前から阿南市に住民
票があり、引き続き阿南市に住んでいる人。ただ
し、選挙権を停止されている人は投票できません。
■転出者
阿南市の選挙人名簿に登載されている人でも、他
の市町村へ転出した人は投票できません。

■郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方
で次のような障がいのある方や介護保険の被保険
者証の要介護状態が「要介護５」の方は、「郵便
等による不在者投票」ができます。ただし、あら
かじめ選挙管理委員会に申請が必要です。
申請に必要なもの
次のいずれかに該当する手帳等
◎戦傷病者手帳をお持ちの人
　（特別項症～第３項症）
◎要介護状態区分が要介護５の人

9月１日～10月31日は行政相談月間です あなたの「困ったな」をお聴きします
行政相談所
日時　毎月第２、第４火曜日  9:30～11:30
場所　市役所２階　207会議室

出張行政相談所　※相談は無料で、秘密は固く守られます。
福井公民館　10月14日㈫　9:30～11:30
桑野公民館　10月28日㈫　9:30～11:30

総務省行政相談センター「きくみみ徳島」でも相談を受け付けています。
　　　　　　　     相談専用ダイヤル ☎0570ｰ090110
　　　　　　　　  （受付時間：平日 9:00 ～ 16:45）きくみみ徳島 問い合わせ  市民生活課　☎22−1116

行政相談マスコット
「キクーン」

身
体
障
害
者
手
帳

障　が　い　名 障がいの程度
１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、
移動機能の障がい ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障がい ○ ― ○

免疫、肝臓機能障がい ○ ○ ○

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者

手
帳
・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

場　　所 開　催　日　時 場　　所 開　催　日　時
大野住民センター 10月  6日㈪  10：00～12：00 新野住民センター 10月23日㈭  10：00～12：00
長生住民センター 10月  7日㈫  10：00～12：00 羽 ノ 浦 支 所 10月24日㈮  10：00～12：00
伊 島 連 絡 所 10月  8日㈬  13：00～15：00 橘 住 民 セ ン タ ー 10月27日㈪  10：00～12：00
桑野住民センター 10月20日㈪  10：00～12：00 椿 住 民 セ ン タ ー 10月28日㈫  10：00～12：00
加茂谷住民センター 10月21日㈫  10：00～12：00 椿 泊 連 絡 所 10月29日㈬  10：00～12：00
福井住民センター 10月22日㈬  10：00～12：00 那 賀 川 支 所 10月30日㈭  10：00～12：00

マイナンバーカード出張申請窓口 無料写真撮影・申請サポートを行います。
ぜひご利用ください。

問い合わせ  市民生活課　☎22−1116
※後日、カードの受け渡しは、市民生活課で行います。  
※本人確認書類をご持参ください。
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問い合わせ　消防本部　☎22－3847

マイナ救急について
消防本部では、マイナンバーカードを活用
した救急業務の実証事業（以下「マイナ救
急」という）を10月１日から開始します。
マイナ救急とは救急車を呼んだ際に、患者
さんのマイナ保険証を同意の上、救急隊専
用のタブレットで読み取り、病院選定等に
関する情報を把握し、より適切
な処置が受けられる取り組みで
す。もしもの時に備えマイナ保
険証の携行をお願いします。
なお、マイナ救急では12桁の
マイナンバーは使用しません。
また、救急活動に関係ない情報
に関しても閲覧できないように
なっています。

YouTubeURL
（２次元コード版）

マイナ救急
ホームページ

令和７年度 特定健康診査を受けましょう
40歳から74歳の国民健康保険加入の皆さまへ

受診場所　県内医療機関および集団健診会場
　　　　　（詳細は、受診券同封の実施機関一覧表参照)	 　
　　　　　※対象の方には、６月末頃に受診券を送付しています。
対象者　阿南市国民健康保険ご加入の方で
　　　　①今年10月以降に75歳を迎える方
	 　　　②昭和26年１月1日から昭和61年３月31日生まれの方
受診期間　対象者①の方　75歳の誕生日前日まで
	 　　　　対象者②の方　令和７年12月31日まで
健診費用　自己負担1,000円　※市内医療機関および集団健診は無料

集団健診日程

日 

程
10月24日㈮　JA徳島県桑野支店
11月21日㈮　JA徳島県上中支店

予
約
方
法

健診日の
２週間前までに電話で予約

予
約
先

農村健康管理センター
☎0883－36－6611

（平日10:00～15:00）

問い合わせ　保険年金課
　　　　　　　☎22−1118

問い合わせ　地域共生推進課　☎22－3440

ひとり親家庭等医療費助成事業に関するお知らせ
令和７年10月から助成対象が拡大され、父母の通院時の医療費も対象
となります。
対象者（一定以上の所得がある方は対象外です）
※児童は18歳に達する日以後の最初の３月31日までが対象です。
①児童を扶養しているひとり親家庭の父母
②ひとり親家庭の父母に扶養されている児童　③父母のない児童
※令和７年10月以降の医療費が対象となり、通院時、１カ月１医療機関に

つき1,000円を限度として一部自己負担があります。また、入院時の医
療費については一部自己負担は生じませんが食事療養費は対象外です。

※現在、認定を受けている方には９月中に新しい受給者証を送付します。
　（更新のための届け出は必要ありません） ご寄贈いただき

ありがとうございました。

阿南市立小中学校へ
●金100万円
　新野町
　久米貴士様から
　学校図書システム
　充実のため

おくりもの

問い合わせ　保険年金課　☎22−1118

年金相談 Q&A
もうすぐ60歳になりますが、老齢基礎年金
を受給する資格期間を満たしていません。ど
のようにすればよいのでしょうか。

老齢基礎年金を受給するためには、20歳から
60歳になるまで公的年金に加入して、原則とし
て最低10年間保険料を納めなければなりませ

ん。（免除・納付猶予期間を含む）あなたのように、受給
資格期間が10年を満たしていない人や、10年以上ある
が満額となる40年に満たず年金額を増やしたい人など
が、60歳から65歳になるまでの間に任意加入すること
ができます。また、昭和50年４月１日以前に生まれた人
については、70歳になるまでの間に年金の受給資格期
間を満たすまで、特例的に任意加入することができま
す。手続きは、60歳に到達した日以降、任意加入の申出
書と口座振替の申出書の両方の提出が必要です。

Q

A
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避難所開設・訓練を実施します
地域防災力などの向上を目的に、周辺住民の皆さまや、公的機関および地域企業の協力のもと次の訓練を
実施します。また、展示・体験コーナーを設置し、楽しんでいただける内容も用意しています。訓練は県
や市の担当職員が説明しながら行いますので、初めての方にもわかりやすい訓練となっています。多くの
皆さまのご参加をお待ちしています。
日時　10月26日㈰
　　　8:20～14:00頃（小雨決行）
場所　羽ノ浦スポーツセンター

※駐車場に限りがありますので乗り合わせの上、ご来場ください。
※原則、羽ノ浦地区の方を参加対象としていますが、どなたでも見

学いただけます。
内容
●総合的訓練
　・避難所開設キット
　　活用訓練
　・福祉避難所開設訓練
　・医療救護所訓練

●体験型訓練等
　・ペット同行避難訓練
　・車中泊受入訓練
　・避難所施設安全点検講習
　・SNS による避難所受付訓練
　・スクリーニング訓練

●見学・体験コーナー
　・那賀川河川事務所、自衛隊、警察、消防、

ドコモの防災関連車両等の展示
　・トイレカー、水循環型シャワー、手洗い

スタンド、テントサウナの展示
　・ブースの設置（県、高校、事業者）
　・炊き出し、キッチンカー、給水体験など

問い合わせ　危機管理課　☎22−9191

問い合わせ　危機管理課　☎22－9191

弾道ミサイルを想定した
住民避難訓練を実施します

弾道ミサイルに係る情報が伝達された際に、住民等が
とるべき対応や行動の普及および啓発を図るため、才
見町周辺地区において、住民避難訓練を実施します。
領家・日開野・学原・才見町の防災行政無線で模擬の
サイレンと放送を実施しますので、ご協力ください。
日時　10月23日㈭　16:00～16:30　※当日の気象
状況等により中止・変更することがあります。

問い合わせ　環境保全課　☎22－3795

省エネ家電買替えキャンペーン
を実施しています！

対象製品　エアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具
※エアコンは目標年度が2027年度、電気冷蔵庫は目標

年度が2021年度で、いずれも省エネ基準達成率が
100％以上の製品が対象。

対象期間等　令和７年１月28日㈫～令和８年１月31
日㈯に市内販売店で購入し、設置済みの
もの

申請書類等　LED照明器具は買替え前後の機器の設置
状況等が分かる写真が必要
です。申請方法や補助金の
額など詳しくは市ホームペ
ージに掲載しています。

新たな予約型乗合タクシー
実証運行を実施します

羽ノ浦町岩脇方面において、乗合タクシーの
実証運行を実施します。
実証期間　10月１日から令和８年３月31日ま

で（土、日、祝日、年末年始を除
く平日運行）

運行ルート　①古毛児童公園～宮倉②古毛児
童公園～阿南医療センター

運行便数　１日あたり各４往復　
　　　　　乗合タクシーの利用には、利用者

登録と事前予約が必要です。
※新野地区・大潟地区の予約型乗合タクシー

実証運行も継続して実施します。

問い合わせ　都市政策課　☎22−1596

10月１日から循環バス（ナカちゃん号）の
運行路線の内、あすみが丘東・桜の馬場・古
毛児童公園の停留所が廃止となります。また、
本路線について時刻表の変更があります。
※詳しくは市、または徳島バスのホームペー

ジをご覧ください。

詳細の運行状況、運賃についての問い合わせ
徳島バス㈱　☎088−622−1811

路線バスのお知らせ
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中小企業事業者の皆さんの脱炭素経営を支援します。脱炭素経営の必要性や最新の情報に関
する講義、自社のエネルギー消費の見える化を通して、省エネ実践計画を立ててみませんか。

問い合わせ　商工戦略課　☎22−3290　e-mail:shoukou@anan.i-tokushima.jp

中小企業脱炭素経営支援セミナー参加者募集

日時
第１回　10月27日㈪　13:30〜16:00
最新の省エネ補助金の説明、省エネチェック手法

（講義）、省エネチェックリストの活用（ワークシ
ョップ）
第２回　11月28日㈮　13:30〜16:00
自社のエネルギー消費の現状把握、省エネ対策の
実践計画策定（講義、ワークショップ）、排出量
取引の紹介

場所　市役所２階　203、204会議室
対象　市内の中小企業事業者
定員　10社程度　　受講料　無料
講師　省エネお助け隊・宮地電機㈱ ほか
申込方法　市ホームページ掲載の申込書

を商工戦略課へ提出、または
２次元コードからお申し込み
ください。

申込締切日　10月17日(金)
参加申込フォーム

はこちら

日時　10月15日㈬～令和８年２月18日㈬
　　　までの第１、第３水曜日（全10回）　
　　　19:00～21:00（10月は日程変更あり）
場所　那賀川社会福祉会館
　　　（那賀川町苅屋357番地１）
対象　市内に在住の方または市内の事業所に
　　　勤務している方（学生は除く）
講師　杉野寿子さん、佐藤京子さん
持参物　着物、長襦袢、帯、腰ひもほか
　　　　（詳しくは受付時に説明します）
定員　15人（先着順）　　参加費　無料
申込締切日　10月７日㈫

着付け教室受講生募集

申し込み・問い合わせ　那賀川社会福祉会館
☎42−3319　受付時間 火～金曜日
14:00～20:00（月曜日、祝日は休館）

第34回　阿南市活竹祭出店者
　　　　 および出演者募集

問い合わせ　阿南市活竹祭実行委員会事務局
　　　　　　（商工戦略課内）☎ 22 − 3290

開催予定日　令和８年２月22日㈰
場所　阿南市役所
募集期間　11月14日㈮　17:15まで
　　　　　※郵送の場合は必着
申込方法　出店（出演）申込用紙・誓約書に必要事

項を記入の上、阿南市活竹祭実行委員会
事務局（商工戦略課内）まで提出してく
ださい。

※各種申込用紙・誓約書・出店規定等は市ホームペ
ージまたは商工戦略課窓口にて配布・掲示して
います。

DX推進課からのお知らせ
●スマホ講習会　講師が電話、カメラ、
　LINE などをテーマに沿って説明します。
第３回目　　場所　大野公民館
日時　10月23日㈭　13:30～16:50
申込期間　10月14日㈫～22日㈬
第４回目　　場所　新野公民館
日時　10月30日㈭　13:30～16:50
申込期間　10月21日㈫～29日㈬
持参物　スマートフォン
※各回先着12人まで受付します。

〈共通事項〉　申込方法　電話での事前予約（申込期間は土日
祝を除きます）　　参加費　無料（どなたでも受講できます）
※悪天候の場合は、中止となることがあります。

●デジタルなんでも相談室　スマホの安全な使い方や
SNS の交流方法などで悩んでいませんか。

第１回目　　場所　見能林公民館
日時　10月16日㈭　10:00～10:30　10:30～11:00
　　　　　　　        11:00～11:30　11:30～12:00
第２回目　　場所　橘公民館
日時　10月16日㈭　14:00～14:30　14:30～15:00
　　　　　　　        15:00～15:30　15:30～16:00
申込期間　10月10日㈮～15日㈬
持参物　スマートフォン、タブレット端末
※各時間帯２人まで受付します。

申し込み ･ 問い合わせ
DX 推進課　☎ 24 − 8024

広報あなん 2025.10　12


